
砺波市と富山労働局が「雇用対策協定」を締結しました

砺波市内の雇用に関する課題について、砺波市と労働局・ハローワークがそれぞれの強みを発揮し、よ
り連携を強化した対策を実施することを目的として、令和５年１２月２１日（木）に砺波市と富山労働局
が協定を締結しました。

締結日 令和5年12月21日（木）
場 所 砺波市役所

𠮷岡局長（左）と夏野砺波市長





砺波市内の雇用に関する課題について、市と労働局・ハローワークがそれぞれの強みを発揮し、より
連携を強化した対策を実施するため、市長と労働局長が協定を締結し、地域の課題に対する認識を共
有するとともに、施策を一体的に進めていく。

目 的

砺波市及び富山労働局で組織する運営協議会を設置し、実施計画を
策定する。

連携体制を体系化して、統一的・一元的な管理を行う。

取り組む雇用対策に関する施策の推進に資するため、相互に必要な
要請を行い、誠実に対応する。

ＫＰＩ（目標値）の設定
ＰＤＣＡサイクルによる目標管理

砺波市と富山労働局が連携して行う重点項目（案） ※

砺波市と富山労働局との雇用対策協定

運営協議会の設置 目標管理

※第３次砺波市商工業振興計画の重点施策 ５（１）多彩な人材の活躍推進と定住人口の確保 に位置づいているものを列挙

 市内企業への若者や女性の就職支援
 高齢者の活躍促進
 障がい者の活躍促進
 子育て支援施策の充実
 移住・定住対策の充実・強化
 多様な産業人材の育成支援


